
令和６年度

宇城農地整備事業

会議棟新築工事監理業務

積　　算　　書

（　当　初　）

九州農政局

宇城農地整備事業所



業務別鏡(1/2)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

単価期適用年月

電力会社名

　九州農政局

　宇城農地整備事業所

　宇城農地整備地業

　会議棟新築工事監理業務

　松橋

　６ヶ月

　令和６年９月

　熊本県宇城市松橋町松橋357-1、368-3 地内

　6-325-0120

　単年度

　設計業務

　熊本

　九州電力



業務別鏡(2/2)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名 数　量 単 位 金　　額 備　　考

請負業務費 2,827,000

　・業務価格 2,570,000

　・消費税相当額（10％） 257,000

1.000 式

設計業務価格 1.000 式 2,579,000

　・直接人件費 1.000 式 1,068,000

　・諸経費 1.000 式 1,175,000

　・技術料等経費 1.000 式 336,000



業務費内訳書(1/3)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名 数 量 単 位 単　価 金　額 備 考

直接人件費 1.000 式 1,068,000

・直接人件費 1.000 式 1,068,000

・・直接人件費 1.000 式 1,068,000

・・・監理業務 1.000 式 965,000 965,000

・・・打合せ 1.000 式 103,000 103,000



業務費内訳書(2/3)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名 数 量 単 位 単　価 金　額 備 考

諸経費 1.000 式 1,175,000

・諸経費 1.000 式 1,174,800

・・諸経費　　直接人件費×1.1 1.000 式 1,174,800 1,174,800



業務費内訳書(3/3)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名 数 量 単 位 単　価 金　額 備 考

技術料等経費 1.000 式 336,000

・技術料等経費 1.000 式 336,450

・・技術料等経費（直接人件費＋諸経費）×0.15 1.000 式 336,450 336,450



業務費明細書(1/1)

事業名：宇城農地整備事業

業務名：会議棟新築工事監理業務

項　　目　　名 数 量 単 位 単　価 金　額 備 考

直接人件費 1.000 式 1,068,000

・直接人件費 1.000 式 1,068,000

・・直接人件費 1.000 式 1,068,000

・・・監理業務 1.000 式 965,000

　　　R04006　技師（Ｃ） 25.12 人 38,400 964,608

・・・打合せ 1.000 式 103,000

打合せ（設計業務基準日額）R04003　設計業務主任技師 1.000 人 64,800 64,800

打合せ（設計業務基準日額）R04006　設計業務技師（C） 1.000 人 38,400 38,400



 

 

令和６年度 宇城農地整備事業 

会議棟新築工事監理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 別 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州農政局 

宇城農地整備事業所 
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第１章 総則 

 

第１－１条 適用範囲 

令和６年度宇城農地整備事業 会議棟新築工事監理業務の施行に当たっては「国土交通省大臣官

房官庁営繕部制定「建築工事監理業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）に基づいて実

施する。 

なお、共通仕様書の調査職員とは、本業務の監督職員に読み替えるものとする。 
また、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

第１－２条 目  的 

本業務は、会議棟新築工事の監理業務を行うものである。  

 

第１－３条 監理対象工事 

 本業務の監理対象工事は以下のとおりである。 

１）監理対象施設：会議棟 

①監理対象工事名：令和６年度宇城農地整備事業 会議棟新築工事 

②場     所：熊本県宇城市松橋町松橋357-1、368-3 地内 

③構造及び規模：木造平屋建て 

延床面積Ａ＝１３９．１２㎡ 

（国土交通省告示第８号別添二 類型：第四号（第１類） 

④予 定 工 期：令和６年９月13日～令和７年３月11日（余裕工期40日含む） 

 

第１－４条 管理技術者 

管理技術者は、農林水産省農村振興局制定設計業務共通仕様書第１－６条第３項に規定する資格

若しくは建築法（昭和25年法律202号）による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有

するものでなければならない。なお、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選

択科目は次のとおりとする。 

資格 技術部門 選択科目 

技術士 総合技術監理 農業－農業農村工学 

農業－農業土木 

農業 農業農村工学 

農業土木 

建設 施工計画・施工設備及び

積算 

博士 業務に関連する

学術部門 

 

シビルコンサルティ

ングマネージャー 

農業土木  

 

第１－５条 工事監理者（担当技術者） 

工事監理者（担当技術者）は、農林水産省農村振興局制定設計業務共通仕様書第１－８条による

ものとし、建築法（昭和25年法律202号）による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を

有するものでなければならない。 

 

第１－６条 業務期間 

  本業務の実施期間は、令和６年９月24日～令和７年３月14日を予定している。 
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第２章 工事監理業務の内容 

工事監理業務の内容は、共通仕様書「第２章 工事監理業務の内容」に規定した内容の他、以下

のとおりである。各項に定めた工事監理方針の説明等は書面をもって行い、監督職員に提出するも

のとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 

（１） 工事監理に関する業務 

  １）工事監理方針の説明等 

①工事監理方針の説明 

②工事監理方法変更の場合の協議 

２）設計図書の内容の把握等 

①設計図書の内容の把握 

②質疑書の検討 

３）設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

①施工図等の検討及び報告 

     ②工事材料、設備機器等の検討及び報告 

４）工事と設計図書との照合及び確認 

５）工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

６）工事監理報告書等の提出 

（２）工事監理に関するその他の業務 

１）工程表の検討及び報告 

   ２）設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

   ３）工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

     ①工事と工事請負契約との照合、確認、報告 

     ②工事請負契約に定められた指示、検査等 

     ③工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

 （３）関係機関の検査の立会い等 

 （４）完成図の確認 

 

第３章 業務の実施 

第３－１条 適用基準等 

適用基準書については、業務実施時点の最新版を用いるものとする。 

分 類 基 準 書 名 

建築 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

建築設計基準 

建築構造設計基準 

建築工事標準詳細図 

木造計画・設計基準 

公共建築木造工事標準仕様書 

設備 建築設備計画基準 

建築設備設計基準 

建築設備設計図書作成基準 

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 
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公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

建築設備設計計算書作成の手引き 

特記なき場合は、国土交通省（旧建設省）大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとす

る。 

 

第３－２条 打合せ及び記録 

（１）監督職員と受注者との打合せについては次の時期に行う。  

初 回 業務着手時 

最終回 報告書作成段階 

業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者は、業務打合せ記録簿を作成し、その内容に 

ついて、監督職員と相互に確認するものとする。  

（２）受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ密接に連絡をと 

り、施工状況について把握しなければならない。 
 

第３－３条 資料貸与 

 貸与資料は下記のとおりである。 

分 類 貸 与 資 料 数量 
設計関係 
資料 

令和４年度 宇城農地整備事業 
会議棟建築検討業務 報告書 一式 

令和５年度 宇城農地整備事業 
会議棟建築設計業務 報告書 一式 

その他 その他業務実施上、監督職員が必要と認める資料 一式 

 

 第３－４条（貸与資料の取扱い） 

第３－３条に示す貸与資料等の取扱いは次のとおりとする。 

（１）貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と

協議するものとする。 

（２）貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった

場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。 

 

第３－５条 業務報告書 

業務報告書については以下の構成とする。 

（１）月間業務計画表、月間業務実施表 

工事の受注者等が提出した工程表を踏まえ月間の業務計画を立て、また、その後の業務の進

捗に伴い業務の実施状況についても記載する。 

（２）工事監理報告書 

工事の受注者等が提出した協議書及び施工図等の検討資料に対し、必要な事項を詳細に記載

するとともに、工事の受注者等に対して報告すべき事項及び提案事項を検討資料とリンクさせ

簡潔に取りまとめ記載する。 

必要に応じ、監督職員からの指示内容が記載された書面や、受注者と監督職員との間の協議

内容が記載された書面についても添付する。 

（３）打合せ議事録 

受注者と工事の受注者等との打合せ結果について記載する。  

（４）月報 

主要な月間業務実施内容について、各業務内容に簡潔に記載する。 
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（５）日報 

日々の業務内容について、簡潔に記載する。 

（６）施工状況の報告 

管理技術者は、工事の進捗状況及び監理状況を書面で毎月１０日までに報告しなければなら

ない。 

 

第４章 業務管理 

  本業務は、受発注者の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有シ

ステムは活用しないものとする。  

 

第５章 契約変更 

業務請負契約書第１７条から第２０条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおり

とする。 

（１） 監理対象工事の契約時期や内容等によって変更が生じた場合 

（２） 履行期間の変更が生じた場合 

（３）打合せ回数に変更が生じた場合 

（４）その他 

 

第６章 定めなき事項 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じ

て監督職員と協議するものとする。 

 

第７章 その他 

  共通仕様書第１章１．２ 用語の定義における記載の一部を次のとおり読み替えるものとする。 

（１）８．に記載の「「建築工事監理業務委託契約書の制定について」（平成１３年２月１５日付

け国官地第３－２号）別冊工事監理業務委託契約書」とあるものは「当該業務の契約書」と読

み替える。 

（２）１．に記載の「契約書第８条」とあるものは「契約書第９条」と読み替える。 

（３）２．に記載の「契約書第２６条」とあるものは「契約書第３２条」と読み替える。 

（４）３．に記載の「契約書第９条」とあるものは「契約書第１０条」と読み替える。 

（５）１６．に記載の「契約書第１１条」とあるものは「契約書第１５条」と読み替える。 

 

 


















